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2016 年 7 月 10 日  防災訓練              氷川台自治会 

 

 4 月 14 日・16 日熊本地震は、発生確率の最も低い地域での地震ということで、驚異的でした。さらに、

本震・余震による家屋の倒壊が多かったことに注目が集まりました。これは戸建ての集合体である氷川台自

治会にとって、他人事ではありません。直下型・立川断層ともに、はるかに高い発生確率の当地にあっては、

迅速な対応を求められているということです。 

 今回の防災訓練では、防災対策を基本から見直し、[東京防災]をテキストにして、自治会内の具体的防災

対策を考えてみます。 

[東京防災]のトップページには「今やろう」とあります。 

 

 

 まさに、今、やっておかないとならないことが、いくらでもあります。今、できることをやっていきたい

ものです。 

 そのために、いつか来る大地震を想定して、シミュレーションしてみましょう。7 月のある日の正午頃に

立川断層地下を震源とする震度 7 の地震が起きたとします。その瞬間、どのように対処しますか？ 

 まずは、自身の身の安全を確保して、揺れの収まるのを待ちます。 

 

Ｐ16～17「地震発生その瞬間」  Ｐ18～19「発災直後の行動」 
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身を守るため、テーブルの下にもぐりますか？ でも、家屋内のタンス・本棚・食器棚などは、大地震の際

に、凶器になることがあります。万一に備えて、そうならないように準備しておくことが、身を守ります 

Ｐ20～25「自宅に潜む危機」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ96～99「防止対策のポイント」「転倒・落下・移動防止器具」 
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現在、氷川台自治会の会員数は 350 世帯、住人数は 1,008 人です。 

7 月のある日の正午頃・・・平日の昼間、自治会の住人は、下表のように予想されます。 

 

 0 歳～6 歳 7 歳～20 歳 21 歳～64 歳 65 歳～74 歳 75 歳～ 計 

氷川台自治会

住人数 

男  

32 

女   

9 

男 

56 

女 

47 

男 

254 

女 

274 

男 

74 

女 

90 

男 

74 

女 

  98 1013 

 41 103 532 164 173 

昼間の予想 

住人数 

70％ 

     29 

5％ 

      5 

10％ 

     53 

90％ 

    148 

90％ 

    155 

 

390 

 

大地震が起きたこの日の正午、氷川台には 390 人ほどの会員がいます。全住人の約 4 割です。その大半は

65 歳以上で 303 人、6 歳未満が 29 人、7 歳～64 歳が 58 人です。この 390 人のうち、要援護者避難支援隊

員は約 30 人  になります。 

 氷川台自治会では、万一の際の一次避難場所は、小山台遊園・自治会館・自治会農園としています。その

万一の時、支援隊員はここに駆けつけることになっています。支援隊員はあらかじめ決められている次の「災

害発生時行動指針」に従って行動することになっています。 

1 本人の安全確保・・・2 家族・自宅の安全確保 ⇒ 左記安全確保を最優先とし、安全確認後 ⇒ 

3 避難場所に集合 防災本部の立ち上げ・・・4 町内パトロール・情報収集・避難者の対応・・・ 

5 情報整理・救援活動 

この日、約 30 人の支援隊員は避難所・小山台遊園に集まり、支援活動を始めます。しかし、支援隊員が

地震でケガをする・家族がケガをする・自宅が傾くということがあれば、そちらの対応を優先しなければな

りません。自身がケガをすれば、支援隊員であっても支援される側になってしまいます。ですから、ケガな

く元気な会員は、支援隊員でなくても、隣近所の支援に回っていただくことになります。この共助が命を救

います。そして何より、全ての会員が、万一の時の保身のため、転倒防止器具の取り付け等の家に潜む危機

を取り除いておく必要があります。 

 

Ｐ47・109 「防火対策」 

 

 自治会内の最大の脅威は火災です。大地震に起因する火災の多くは通電火

災です。地震で倒れたり壊れた電気器具に、停電が回復して通電し火元にな

ります。家を出て避難するときは、ブレーカーを切ることが必要です。はた

して、緊急時にその余裕があるでしょうか。昨年、自治会で共同購入した「感

震ブレーカー」が簡便で有効です。一定の震度以上で、自動的にブレーカー

を切ります。 
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Ｐ106～108「耐震化」 

 家に潜む危機は家具だけではありません。1981(昭和 56)年 6 月に建築基準法が改正され、それ以前に建て

られた木造家屋は、耐震性が弱いといわれています。できれば耐震診断をするべきでしょうが、高額の費用

が掛かるようですので、まずは耐震相談をしてみるとよいでしょう 

 

耐震相談会 偶数月・第 2 金曜日 2 時‐5 時 市役所１階市民広場 前日までに電話予約 

主催・東久留米市建築設計協会 (事務局) ☎476-1515  

さらに、市では「耐震診断」「耐震補強工事」を請け負う地元業者の斡旋をしています。また、それらの 

相談も受け付けています。 

東久留米市・相談 斡旋窓口  産業政策課労政商工係 ☎470-7743 

また、東京都でも相談窓口を設置しています。 

東京都・耐震化総合相談窓口 ☎03-5778-2790 

 

「避難所へ」 

 地震の起こったこの日、小山台遊園・自治会館に災害対策本部と避難所が開設されます。身の安全を図っ

た会員は、自宅の安全を確認してください。家屋が安全であれば、避難の必要はありませんが、余裕があれ

ば、近隣の様子を見て、声を掛ける・助ける等の行動をとってください。そして避難所に自分が無事である

こと・近隣の状況を知らせてください。それらの情報は、支援活動に最重要なのです。 

Ｐ52～53「助け合う」 Ｐ54～55「在宅避難」 Ｐ84～89「物の備え」 

 

 この日、ケガをしたり、家屋が損壊し不安のある会員は避難所へ行ってください。自力で歩けなければ、

近隣の会員に助けを求めてください。 

 

「避難所では」 

 避難所についたなら、まずは氏名と年齢、ケガの有無・状況、家屋の状況、他に助けが必要な人がいるか

を係に伝えてください。これらの情報は、支援活動に最重要です。 

 この日、昼間なので自治会と災害時支援協定を結んでいる「ライフパートナーこぶし」に要請し、保健士

等の人材を派遣してもらいます。その人たちの協力を得て、簡単な治療で済むのか、ベットが必要なのかを

見極めます。ベットが必要なとき、これも災害時支援協定を結んでいる「聖グレゴリオの家」に搬送し、宿

泊施設に収容してもらいます。 

 一方、避難所では、支援隊員と協力してくれる会員によって、飲料水の配布、炊き出し等の活動が始まり

ます。 
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最新資料 
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